
将来へ事業をつなげる
取組内容
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施策Ⅴ 安定経営の継続
～ 40年先の将来人口は36.7万人に減少～
　下水道の普及とともに下水の処理人口は昭和55年（1980年）頃から飛躍的に増加し、汚水の排出量である有
収水量は、平成７年（1995年）まで増加していきました。近年の人口は約45万人と横ばいで推移しているものの、
40年後の令和42年（2060年）には36.7万人に減少すると推計されています。なお、有収水量は節水機器など
の普及や工業用水を利用する企業での循環利用等により減少が続いています。

 ・ 下水道の役割には、生活排水を処理
する「汚水の処理」と、浸水から都市
を守る「雨水の排除」があります。

 ・ 汚水は排出した原因者を特定できる
ため下水道使用料（私費）で、雨水は
自然現象であり排除により社会全体が
便益を受けるため税金（公費）で、そ
れぞれの負担を賄う仕組みで、下水道
事業を運営しています。（これを「雨水
公費・汚水私費の原則」といいます。）

安
定
経
営
の
継
続

Ⅴ

人口と有収水量の推移

これまでの事業費及び国からの補助金などの推移

将来を見据えた経営による財政運営
　100 年先を見据えた事業費予測と40年間の財政収支を見通し、将来世代へ過度の負担を強いる　　　　　　　ことのないよう、健全な財務体質を維持し、安定した経営で下水道事業を支えます。

方針
7

下水道の費用負担の仕組み

汚水処理は私費（使用料）負担 雨水排除は公費（税金）負担

事業費の縮減と
平準化への取り組み

・目標耐用年数に基づく
　施設の更新
・施設建替えに連動した
　設備の更新
・施設建替え時期の分散化

0
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60
（万人）

3,000

※令和元年（2019年）11月公表

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
（万㎥）

20602050204020252017201220072002199719921987198219771972196719621957

行政人口有収水量凡 例　 処理人口

55.2 45.0
36.7

7,626

5,466

37.0

3.0

2020年対1995年
水量は25年間で△28％

「兵庫県将来推計人口※」の2060年予測で
は、尼崎市の人口は36.7万人とさらに減少
「兵庫県将来推計人口※」の2060年予測で
は、尼崎市の人口は36.7万人とさらに減少

（西暦）

人口 有収水量

202120172013200920052001199719931989198519811977197319691965196119571953
（西暦）（税込額）

0

40

80

120

160

200

事業費／国庫補助金
（億円）

２つの処理場の整備
（東部浄化センター、北部浄化センター）

管路の整備

1977年～1996年（20年間）
2,238億（年平均112億）

凡 例
　　 国庫補助金
　　 事業費
　　 減価償却費

37353739394139
33

27

193 184
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　下水を処理する費用には、人
件費や物件費（修繕費や消耗品
費等）などがありますが、そのう
ち割合の高い費用は、下水を
処理するために整備した施設
に係る減価償却費です。また、
安定した経営を行っていくに
は、減価償却費のほか物件費
などの費用の削減にも取り組む
必要があります。

～将来を見通した長期の事業費予測が必要～
　昭和50年代から集中的に整備した施設は、老朽化により更新の時期を迎えています。下水道使用料収入の減
少が避けられない中、今後は超長期の将来見通しによる事業費の平準化や縮減に取り組むことで財政負担の軽
減を図り、安定経営の継続を目指します。

安
定
経
営
の
継
続

Ⅴ

標準耐用年数（国が定める更新の目安）で施設を更新した場合

将来へ事業をつなげる長期の見通し（ストックマネジメント手法の導入）

　100 年先を見据えた事業費予測と40年間の財政収支を見通し、将来世代へ過度の負担を強いる　　　　　　　ことのないよう、健全な財務体質を維持し、安定した経営で下水道事業を支えます。

 費用の内訳について（令和元年（2019年度）

雨水
66.6%

雨水
29.9%

汚水
70.1%

汚水
33.4%

雨水の経費は
市（税金）からの繰入

汚水の経費は
下水道使用料で対応

維持管理費資本費 減価償却費
45％

支払利息
6％

県負担金
19％

物件費
23%

人件費
7%

【減価償却費】
固定資産にかかわる費用

【県負担金】市の西側地区の
汚水処理費等を県へ支払い

0

10

20

30

40

50

減価償却費
（億円）

212021132106209920922085207820712064205720502043203620292022

100年間の平均事業費
約71億円／年

38424342424442

3534313332
353636

（西暦） （税込10%）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

事業費
（億円）

2112

～

2121

2102

～

2111

2092

～

2101

2082

～

2091

2072
～

2081

2062

～

2071

2052

～

2061

2042

～

2051

2032

～

2041

2022

～

2031

凡 例
■ 管路更新
■ 施設建替え
■ 県への負担金等
■ 設備更新

100年間の平均事業費
約153億円／年

建替え
2回目

（西暦）

（税込10%）

事業の安定経営の継続のためには、事業費の平準化や縮減が必要です。
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ストックマネジメント手法による
将来投資額の縮減と財源の確保

取組
14

将来投資額の縮減
　施設の更新や建替えが一時期に集中しないよう 100 年先を見据えつつストックマネジメント手法を取り
入れた施設の維持管理を実施することで、施設の建替え時期の分散化や予防保全の強化を合わせた効率的な
施設の更新を行い、将来への事業費の縮減を図ります。
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定
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Ⅴ

※必要額とは…
　現状の施設や設備について、
　標準耐用年数で更新し、
　維持管理していく場合の費用

※再構築額とは…
ストックマネジメント手法を取り入れ、
施設の建替え時期の分散化や予防保
全の強化によって更新する場合の費用

　企業債は利息を含めた償還負担が財政運営を圧迫することもあるため、40 年後の将来世代に負担のしわ寄せが起こらな
いよう、借入額を抑えた財政運営に取り組みます。（投資の縮減と平準化への取り組みにより、本ビジョン期間を含め 40 年
間は投資額が現在の水準より1.2 倍となるため、企業債残高も 1.2 倍（350億円）以内に抑えます。）

※企業債残高対事業規模比率とは…
300％＝下水道使用料×3 年間分の企業
債（汚水分）を抱えていることを表します。

グラフ中の令和 23 年（2041年）、43
年（2061年）の企業債残高は事業費×
30％で見込んだ金額で、利息は利率の
上限を 2.0％として見込み、算定してい
ます。

※他都市とは…
　下水処理人口 10 万人以上
　人口密度 100 人／ ha 以上の 34 都市

下水道事業の財源（企業債）について

●企業債残高と企業債残高対事業規模比率の推移

● 100年間のうち40年間の事業費の縮減予測

40年間の累計で
約3,300億円の

投資縮減効果

予防保全 100億円

200億円 ＋100億円

管路施設
2,000億円

1,400億円 △ 600億円

投資縮減

ポンプ場・
浄化センター
4,000億円

1,200億円 △ 2800億円

必要額
約6100億円

再構築額
約2800億円

効果額

0

300

600

900

1,200
（億円）

他都市平均20612041201820031989
平成 30年令和 43年令和 23年平成 30年平成 15年平成元年

0

200

400

600

800
（％）

965億
850億

306億 349億 335億

650% 435% 197% 270% 310% 514%

利息
約55億

利息
約48億

利息
約6億

利息
約5億

利息
約7億

他都市と比べても
低い数値を維持

凡 例　■ 企業債残高　■ 対事業規模比率
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借入金の抑制
　事業費に対する企業債の借入をなるべく抑制することで、40 年後の企業債残高を 350 億円以下に維持し、
将来世代への負担を軽減します。

安
定
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Ⅴ

●企業債借入額の比較による40年後の予測

●各財源の考え方

●下水道財源の構成図 ●今後40年間の事業費と財源手当の見込み

事業費×30％の考え方

国庫補助金見込額 ＝ 事業費 × 42.5％　➡　安定経営に必須の財源

企業債発行額 ＝ 事業費 × 30％　➡　健全な財務体質の維持

　下水道事業では事業費の約半分（33～55％）について国の補助金制度を利用しています。本ビジョ
ンでは、過去の実績などを考慮し事業費の 42.5％を国からの補助金収入として見込んでいます。

　企業債は事業費の約 50％まで借り入れることができますが、40 年後の財政状況を比較検討し、
事業費の 30％の借入を行うことで、健全な財務体質の維持につなげます。

事業費×30％の
理由

-200

-100

0

100

200

300

400

500
（億円）

ケース５
事業費
×40％

ケース４
事業費
×35％

ケース３
事業費
×30％

ケース２
事業費
×25％

ケース１
事業費
×20％

平成30年
時点

今回採用

凡 例　■ 企業債残高　■ 保有資金額 ※各ケースの「％」は40年間の事業費に対する借入割合を表しています。

306

97

228

-78

282

-27

335

24

388

76

442

127

●企業債の借入額を
　事業費×30％に抑えた場合

・40年後の企業債残高は、335
億円

・安定した事業運営に必要な資金
を確保

● 30％を超える場合
・保有資金に余裕
・企業債残高の増と将来世代へ

の負担増

　事業費（大きな工事に係る費
用）に対する主な財源は、国庫
補助金と企業債（国・銀行から
の借入金）と自己資金（事業運
営で確保した利益など）となり
ます。

【参照：下水道財源の構成図】

国庫
補助金

企業債
（借入金）

企業債
（借入金）

下水道
使用料

補助金
（国）

税金

大
き
な
工
事に

係る
費用

降
っ
た
雨

水を川へ流す費用

使った水をきれ
い
に
処
理
す
る
費
用

最終
目標

企業債残高の維持
　▶350億円以下
　　（40年間）　

10年間の
目標

企業債残高の維持
▶310億円以下
建設改良積立金の活用　

1414

事業費／年
平均60億円

事
業
費

2017年～2021年 2022年～2061年

財
源

事業費／年
平均71億円11億円

UP
国庫補助金30億円 △2億円

+6億円

+7億円

企業債15億円

自己資金15億円

28億円

21億円

22億円

建設改良積立金を活用
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～安定した財政運営で事業を続けることができます～
　事業費予測と財政収支を見通した結果、本ビジョン期間を含め 20 年間は、純利益（黒字）を維持した事業運
営ができる見込みです。
　下水道使用料収入は、主に人口減少の影響を受け減少する見込みです。
　一方、市の一般会計からの雨水処理に対する繰入金（雨水処理負担金）は、人口減少の影響を受けず、雨水処
理関連施設に係る費用と連動するため、一定の金額で推移します。

～さらなるコスト削減、収入確保に向けて～
　各施策で掲げている取り組みを着実に実施していくことで、安定経営の継続をより確実なものとします。

安定した経営で事業をつなげる

●今後40年間の純損益と主な収入の推移予測
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純損益（億円）

20612057205220472042203720322027202220172012（西暦）
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下水道使用料／雨水処理負担金（億円（税抜））

60
57

53
50 48 46 44 42 40

38 37

43
39 41 42

40 40 41 42 41
40 42

ビジョン期間

ビジョン期間（10年間）は
安定した運営が可能

2042年度以降は
赤字となる見込み

下水道使用料純利益凡 例　 雨水処理負担金純損失

取組2 取組3 取組5

施設の適切な更新頻度の確立による
さらなる事業費の縮減

劣化予測精度の向上や
耐用年数の見直し

施設のコンパクト化と
建替え

省エネルギー化と
創エネルギー化

P15 ～16 P17～18 P23 ～ 24
施設の建替え等により発生した

上部空間の有効利用による収入の確保
省エネルギー設備の導入による

電気使用量の削減

（反応タンク）
超微細気泡型散気装置

送風機
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●事業費の使途内訳

10年間の計画事業費

管路更新
（地震対策含む）
248億円

設備更新
127億円

高度処理
14億円

浸水対策
191億円

県への負担金
9億円

（税抜）

施設の
建替え
107億円

事業費

約700億円

　本ビジョン期間（10年間）で実施する事業に
係る費用は次のとおりです。

　本市の水道料金と下水道使用料の合算金額は、類似都市に比べ比較的低い水準にあります。長期的な視点に立った経営に
加えて、収入確保やコスト削減などの経営努力に取り組むことで、本ビジョン期間の10 年間は現在の下水道使用料の水準が
維持できる見込みです。

下水道使用料等の他都市との比較
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中
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4,266

平均よりも安い 平均よりも高い

4,557

水道料金

口径20㎜
使用量20㎥／月

下水道使用料

※令和3年（2021年）3月末現在の税込額。総務省が公表する経営比較分析を用いた類似団体24都市（地方公営企業法適用）の比較

●下水道使用料の使いみち

令和元年（2019年）度決算の状況

汚水を
きれいに
する費用
36円

料金徴収
その他の費用
6円

職員の人件費
5円

企業債の利息
3円

企業債の
返済元金など
21円

事業費に
充てるための
積立金※

29円 下水道使用料

100円

　下水道使用料100 円は次のような使いみち
の構成になっています。

※積立金は事業費に充てる資金（自己資金）に活用し、借入金の抑制につなげます。
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　本市では、平成15年（2003年）6月の下水道
使用料改定に係る経営改革の一環として、これ
まで直営で行っていたポンプ場や浄化センター
の運営管理を民間へ委託し、経済的で効率的な
運営体制を構築してきました。
　今後、施設の建替えや老朽化が進む管路の増
加を予測していることから、新たに民間活力を
取り入れた PPP/PFI 手法の導入を検討します。
　施設は、建替えだけでなく今後の運転管理も含
めた手法を検討し、管路は年間約12㎞（20年後）
を更新できる体制の構築を図ります。

民間へ委託した施設では、大
雨への対応や下水の処理等を
適切に実施できています。

施策Ⅵ−1　持続可能な運営体制の構築
（官民連携でつなげる）

●現状の管理体制（４グループ）

●老朽化する管路の延長推移 ●建物 （11施設）の老朽化状況

191

338

606
142

171

606

192

342

339
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尼崎市役所
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川

神
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名神高速道路

JR

阪神電車

新幹線

阪急電鉄

阪神高速道路

阪神高速道路

東部処理区
（平成15年（2003年）～包括委託）

大庄分区
（平成23年（2011年）～包括委託）

武庫分区
（令和4年（2022年）～直営＋包括委託）

北部処理区
（令和4年（2022年）～直営＋運転委託）

　今後、小口径管路（800㎜未満）の老朽化対
策が必要です。
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更新延長（㎞）

2022（西暦） 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049

凡 例
■ Φ800㎜以上
■ Φ800㎜未満

20年後には対策が必要な
延長が年当たりで10㎞を超えます。

東難波雨水ポンプ場（1993）
富松中継ポンプ場（1989）
高田中継ポンプ場（1988）
北部浄化センター（1982）
東部浄化センター（1982）
栗山中継ポンプ場（1978）
大庄中継ポンプ場（1966）
中在家中継ポンプ場（1966）
尾浜中継ポンプ場（1965）
西川中継ポンプ場（1963）
東部雨水ポンプ場（1962）

1990（西暦） 2000 2010 2020 2030 2040 2050

グラフ中の数値は
建物の経過年数が
50年に到達する年

2022年

2043
2039
2038

2032
2032

2028
2016
2016
2015
2013
2012

運転管理の民間委託
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水道事業との
連携について
　下水道及び水道事業は、一連
の水循環システムを構成してお
り、両事業の連携強化に向けた
取組を推進することで、より効
率性・安定性の向上を図ります。

・水質検査業務の連携
・台帳システムの連携
・人事交流、技術交流による職員・組織のレベルアップ　など

下水道事業

東部浄化センター 神崎浄水場

水道事業
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公 民

最終
目標

管路▶年間約12kmの
　　　更新体制の構築（20年間）
ポンプ場・浄化センター
　　▶全11施設の建替え（90年間）　

15
10年間の

目標
PPP/PFI 手法の導入
管路▶ 予防保全の強化
ポンプ場・浄化センター
　　▶1施設の建替え（東部雨水P）

15

柔軟な組織体制の構築方針
8

民間事業者等との連携を考慮した体制の構築取組
15

民間の知恵を活かした新たな PPP/PFI 手法の活用

民間活力の導入を踏まえた執行体制

　下水道事業で一番古い建物
は、 昭和 37 年（1962 年）に
整備した東部雨水ポンプ場で、
本ビジョン期間中での建替え
を予定しています。 施設の建
替えはこれまでに経験のない
業務であり、その本格実施に
備え、職員の体制を整えます。
　また、管路は老朽化対策と
して予防保全の強化に取り組
み、新たな PPP/PFI 手法の
導入を進めます。

　施設の建替えや老朽化した管路の更新など増加する事業量に対し、限られた職員数で着実に進める必要が
あることから、民間事業者との役割を分担し、下水道事業を支える運営体制を構築します。
　また、建替えについては単なる更新を行うのではなく、地域にとっても魅力的であり、民間の知恵を活か
した施設となるよう進めます。（PPP/PFI 手法の活用）

〈事業の根幹に関わる業務
（コア業務）〉
・事業の運営、進め方など
・公権力の行使を伴う業務
・認定指導業務　など

〈定型業務、民間に
　　ノウハウがある業務〉
・施設の運転管理
・施設の設計、施工
・清掃や保守点検業務
など

民間の PPP/PFI
ノウハウによる
施設の建替え

民間活力を導入し
管路の予防保全を実施
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公と民の
役割を整理
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施策Ⅵ−2　持続可能な運営体制の構築
（職員の育成でつなげる）

　本市は、浸水対策として早期に下水道の整備に取り組み、下水道
事業に係る職員数は昭和59年（1984年）にピーク（285人）を迎
えました。それ以降は、民間委託の導入など、効率的な事業運営
を進めてきたことにより、令和元年（2019年）には99人（△65％）
の体制となっています。
　老朽化した管路や施設の更新、集中豪雨・台風などの増加する
自然災害に対し、事業の将来を担っていく若手職員へ技術をしっか
りと継承し、組織内の技術力を保持向上させていくこと、知識を
拡充していくことに取り組みます。

将来にわたり安定して事業運営できる
職員の育成、確保
　有資格者の割合を高めることによる安定した下水道サービスの提供や ICT などデジタル技術の考
え方を取り入れることによるさらなる利便性の高い下水道サービスの実現につなげます。

方針
9

行政や内部手続きのデジタル化
（ペーパーレス、ハンコレス、FAX レスなど）

管内水位の情報公開
（リアルタイムの情報発信）

職員の働き方改革につながる
テレワーク、WEB 会議など

オンライン申請 料金確認

人材マネジメントで事業をつなげる
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●職員数の推移

1984年

（人）300

250

200
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100
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0
2004年 2019年

127 99

285
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奨励している資格 法律上の必置資格

下水道法上の資格

職員への DX 推進研修の実施

ＤＸ
研修

・下水道排水設備
　工事責任技術者
・施工管理技士１、２級
・技術士（下水道）　　　など

・下水道技術検定
　（施設の設計、施工、維持管理を行う際の実務経験期間の短縮が可能）

・第三種電気主任技術者
・危険物取扱者（乙種４類）

　など

資格取得支援の推進とデジタル化を推し進める
人材の育成

取組
16

資格取得の推進

人材育成とDX※の推進

　下水道事業の運営で必要となる資格の取得を公費で支援します。
　資格を保持することで職員自身の能力・モチベーションの維持高揚につなげます。また、有資格者の割合
を 50％に高めることで、これまで以上に安定した施設運営や管理を行い、安全・安心な下水道サービスを
提供します。

　職員の人材育成に DX の項目を取り入れ、職員自ら業務の効率化や働き方を見直すマインドの醸成を図れ
る体制を構築し、運営基盤の強化や新たなサービスの展開につなげます。

全職員一丸となって
DXを推進

※ DX（デジタルトランスフォーメーション）： 進化したデジタル技術を用いて人々の生活をよりよいものに変革すること。
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最終
目標

安定的な事業運営を
引き継ぐ職員の育成

16
10年間の

目標

資格保持者▶50%
DX浸透に向けた
職員の人材育成

16
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コ ラ ムコ ラ ム

PR推進チーム
　PR 推進チームでは、イベントへの出展や
施設見学会などを企画しており、公営企業局
内の通常業務で交流のない若手職員が中心
となって、PR イベントに参加することで、下
水道事業の連帯感の醸成や職場環境の活性
化を図っています。　

人材育成について
　人材育成の基本であるOJTで、経験豊富な職員から若手職員へ、技術・知識の継承を行います。そのため、
定年退職した再任用職員の活用も行います。

PR 推進チームメンバー 活動風景（地域まつりへの参加）

官民連携（PPP/PFI）とは
PPP（Public Private Partnership）
　公共サービスの提供において何らかの形で民
間が参画する手法を幅広くとらえた概念。PFI や
民営化、業務のアウトソーシングなどの手法が含
まれる。

PFI（Private Finance Initiative）
　公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間
の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行
う手法。

1 OJT
　（On-the-Job Training）
　日々の業務の取組の中で、
上司や先輩に仕事を教えても
らう。

（実務知識や業務スキルを身に
付けるのに最も有効な方法）

2 Off-JT
　（Off-the-Job Training）
　職場とは異なる場所で行う
授業形式の座学研修。　

（体系的な知識、幅広い知識を
身に付けるのに有効な方法）

現在の取組 新たな取組

＋

3 SD
　（Self Development）
　職員自身の能力の向上や
仕事や研修で教わったこと
を身に付けるための自習に
よる消化。

BOT
BTO

公共施設等運営権制度
（コンセッション）

公設民営包括的
民間委託 指定管理者

通常の公共事業

通常の民間事業

官民連携
開発事業

公的空間
利活用

公 民

民

事業運営

資
産
保
有

●官民連携の形態図

＋
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マンホールカード
　下水道への関心を深めてもらう「きっかけ」作りを狙っ
たアイテムとして、各自治体のマンホール蓋をカード型
の広報用パンフレットにして、全国で配布しています。
　現在（令和3年（2021年）度末時点）、本市では阪神尼
崎駅前の「あまがさき観光案内所」において、尼崎城デザ
インマンホールのマンホールカードを配布しています。

下水道広報
　市民に下水道事業に対する親しみを持っていただき、事業への理解を深めることを目指して様々な広報を
行っています。
　市民まつりや施設見学には年齢や性別を問わず多くの方々に参加していただいていますが、各種イベント
ごとに、参加者の年代に合わせた広報の充実を図っています。

デザインマンホール
　本市では、マンホールの向こう側にある下水道に興味を持ってい
ただけるツールとして、デザインマンホールを作成しています。
　令和３年（2021年）度には初めてキャラクターを用いた『落第忍
者乱太郎』のデザインマンホールを作成しました。
　今後も皆さまに楽しんでもらえるよう様々なデザインマンホール
を作成していく予定です。

施設見学会

『落第忍者乱太郎』
久々知兵助

（令和3年（2021年））

市民まつり 出前講座（サマーセミナー）

トンボ柄
カラーデザイン
（平成元年（1989年）～

16年（2004年））

近松デザイン
（平成2年（1990年）～

3年（1991年））

市制 100周年
記念デザイン

（平成28年（2016年））

尼崎城再建
記念デザイン

（令和元年（2019年））

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド（
見
本
）
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凡 例　■ 快適な生活環境の寄与　
　　　 　　　 ■■ 河川の水質改善　
　　　 　　　 ■ 浸水の防除

0（％） 20 40 60 80 100

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

施策Ⅶ 市民理解の促進
　近年、下水道に対する意識は「生活に欠かせないもの」から「生活にあって当たり前のもの」へと変化しています。
　令和2年（2020年）度に実施したアンケート結果から、若い世代ほど下水道の役割を十分に認知していないこと、
全ての世代で災害への不安や関心が高いことがうかがえます。このことから、災害に対する情報発信を充実させ
るとともに、若い世代への下水道の役割の周知に努めます。
　それに加え、雨水貯留管の整備などの地域住民に大きな影響を及ぼすと考えられる工事を行う際には、これ
までに経験したノウハウを活かし、事前説明会を実施するなど、円滑な事業運営につなげます。

令和２年（2020年）度市民アンケート

※下水道の役割とは
あなたはいくつ

知っていますか？

■ 快適な
　 生活環境の寄与

ほとんどのご家庭で水洗トイレが
利用できるようになるなど、下水
道は、清潔で快適な生活環境に寄
与しています。

■ 河川の水質改善

下水を処理し、きれいにした水を
川や海に放流することで、以前は
汚れていた庄下川などの水質が改
善してきれいになりました。

■ 浸水の防除

道路や住宅地に降った雨は、雨水
桝を通って下水道管に入ります。
下水道の普及により、以前と比べ
大雨による深刻な浸水被害が少な
くなりました。

市
民
理
解
の
促
進

Ⅶ

●下水道の役割※に関する認知度 ●下水道について不安や関心があること

0（％） 20 40 60 80 100

下水道施設の上部利用

下水道の高度処理化の推進

下水道資源の有効活用

老朽化した施設の維持に係る

大雨時の汚水を含んだ雨水の

下水道施設の被災による浸水
被害の長期化

都市型集中豪雨（ゲリラ豪雨）
による浸水被害

地震による排水機能の停止
（トイレ等の機能停止）
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令和２年（2020年）度市民アンケート

広報紙　　　　　　　44.7％
施設見学　　　　　　16.8％
市民まつり　　　　　15.6％
ホームページ　　　　13.3％
出前授業（講座）　　 　   4.0％
SNS（Twitter など）　  0.7％ 

全ての市民が必要な情報を
得られるよう、下水道広報の
認知度の向上を目指します。

市民の声に沿った情報発信と
事業に対する理解の向上
　下水道の役割やその機能について、特に若い世代にもっと知ってもらえるよう、情報を発信す
るツールを増やすことを含め、情報発信の充実に取り組みます。
　また、下水道事業への理解の向上や災害に備えるための情報周知を図るため、下水道の広報に
ついて認知度の向上に努めます。
　なお、認知度の向上度合は市民アンケート調査を活用し、測定します。

方針
10

広報の認知度向上

広報の充実

事業の理解度向上

最終目標

10年間の
目標

取組
17

市
民
理
解
の
促
進

Ⅶ知っている

60％
知らない 内訳

●広報の取組について ●取組ごとの認知度
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下水道の役割や災害に備える
広報の充実と自助の促進

取組
17

広報の充実
1 事業理解の促進

　今後予定している雨水貯留管の整備
など、地域住民に大きな影響を及ぼす
と考えられる工事を行う際には、事業
説明会の実施やパンフレットの事前配
布を行うなど、これまでに経験したノ
ウハウを活かし、事業着手前に十分な
説明を行うことで、事業の必要性や、
効果等への理解を深めてもらえるよう
努めます。

2 QRコードから
　情報へアクセス

　各種イベントにおいて配布するノベ
ルティ等に、ホームページにアクセス
ができる「QRコード」を表記することで、
情報を取得する手段を増やします。

3 SNS の積極的利用
　若い世代の利用者が多い SNS を通
じて、下水道に関する情報を積極的に
発信します。
　また、各種イベントにおいてTwitter
のフォロー等を促す取組を推進します。
　市民間で情報が共有しやすい媒体を
用いることで下水道に関連する情報の
接触機会の増加を図ります。

4 市民アンケートによる
　ニーズの把握

　市民アンケートを 5 年ごとに継続的
に実施することで、それまでに行った
広報の評価を行い、市民のニーズに応
じて広報を展開します。

ポンプ場
の建替え
について

事業パンフレット 事業説明会

ホームページ

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

あなたの思いを

次の事業へ市
民
理
解
の
促
進

Ⅶ

雨水貯留管の
整備について
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自助の促進
1 広報紙を利用した啓発

　下水道事業の広報媒体として最も認
知率が高く、市内に全戸配布している
広報紙を利用して下水道の役割などの
啓発を行います。
　啓発の取り組みとして、携帯トイレ
をセットして配布し、実際に利用してい
ただく等必要性を感じていただきます。

2 災害に備える情報発信
　減災につながる取組の情報発信や備
蓄の啓発などを行い、自助への取組を
促進します。

１災害情報の取得
　尼崎市防災ネットへの登録や、ハ
ザードマップの事前確認により、緊急
気象情報を取得したり、避難経路を把
握したりするなど、身の安全を確保す
ることができます。

２家庭で取り組める浸水対策
　大雨による浸水に対しては、水のう
や止水板を設置することで宅内への浸
水を軽減する効果があります。

３家庭で取り組める地震対策
　大規模な地震の影響によるトイレ機
能の停止に対しては、普段から携帯ト
イレや水道水を備蓄することで、トイ
レ機能の確保ができます。

最終
目標

下水道の取組に対する
理解度の向上

10年間の
目標

情報発信に対する
認知度の向上

携帯トイレ

尼崎市防災ネット 内水ハザードマップ

広報紙（ウォーターニュース）

1717
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水のう




